
 

令和８年議案第５１号 

 

 

令和８年度江南市一般会計補正予算（第２号） 

                    

 

 令和８年度江南市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 63,997千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 38,959,899千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

  令和８年５月１２日提出 

 

 

                      江南市長  澤田 和延 
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【参考】令和8年度一般会計補正予算(第2号)説明資料

１ 事業目的

２ 事業内容

（1） 対象者

平成25年8月以降の期間において生活保護を受給していた世帯

（現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も含む）

（2）

従前の基準額に対し下表のとおり、対象期間に応じた追加給付率を乗じ算出する。

（3）

※申出受付期間については国で統一的に設定予定

（4）

３ 事業費

千円

事務費 千円

追加給付費 千円

〈特定財源〉

国庫支出金 千円 生活保護生活等扶助費負担金

千円 中国残留邦人等生活等支援給付費負担金

千円 生活保護費補助金

県支出金 千円 生活保護費負担金

追加給付率

2.4%

保護廃止世帯については申出により指定された銀行口座へ振込又は現金支給

41,040

支給方法

保護受給中世帯については職権により保護費の銀行口座へ振込又は現金支給

支給期間

H25.8～H26.3

H26.4～H27.3

・居宅（第1・2類費）等
H27.4～H30.9

・他の基準生活費、加算等
H27.4～R8.3

0.8%

1.6%

ふくし部ふくし支援課

保護費等追加給付事業

　 平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決で国による基準改定に違法性が

認められたことを受け、本来あるべき基準額と従前の基準額との差額を追加給付する。

※　死者については対象外。

対象期間

支給額

576

令和8年8月頃から令和9年3月31日までの支給を想定

56,811

54,784

2,027

48

2,027
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